
 
 

 オンライン授業に取り組んでください。 
茨木市のオンライン授業をすでに見ていただいた児童・保護者のみなさんも多いことと思います。

５月１８日（月）より、休校期間中の児童の学びを保障するために、全児童対象にオンライン授業を

行います。登校日に配布したワークシートを使い、オンライン授業を視聴します。 

動画は、毎週月曜日に更新されます。本校の登校日は火曜日（2・4・5 年）と水曜日（1・3・6

年）です。ワークシート配布は、登校日に行います。１回目は、5/19（火）5/20（水）です。ワー

クシートを使って、オンライン授業を視聴してください。そして、そのワークシートを 5/26（火）、

5/27（水）の登校日に持ってきてください。この日に次の週のオンライン授業に対応するワークシ

ートを配ります。 

見守りコールの際に、ご家庭での動画の視聴可能状況をお尋ねしています。ご面倒ですが、DVD を

希望された方は再度担任にお知らせください。（DVD の準備には時間が必要です。事前に担任へお知

らせください。）DVD を希望される方には、5/19、5/20 にお渡しします。 

 

オンライン授業の内容 

教科…「国語」「算数」「社会」「理科」「生活」「外国語」 

動画の長さ…１本の動画は１０分以内 １週間の動画数は各教科３本までになっています。 

5/19 と 5/20 の登校日に市教委からの「オンライン授業」に関する文書を配布する予定です。 

 

書類の提出をお願いします。 
「保健関係書類一式」「家庭環境調査票」「緊急時の児童引き渡し登録カード」、提出し

ていただいたでしょうか。 

児童の登校が始まりましたが、個人情報に関する書類が集まっていないので、連絡先

などの情報が学校にはありません。万が一、ケガなどが生じた際に適切な対応ができま

せん。提出をよろしくお願いいたします。 

書類がない場合はお知らせください。新しい用紙をお渡しします。 

 児童の登校がない場合や本日提出されなかった場合は、ご面倒ですが保護者が 15 日

（金）までにお届けください。 

 

「就学援助の申請（１回目）」は、８日（金）に終了しました。まだ申請しておられな

いご家庭で、就学援助を希望されるご家庭は、登校日（12 日か 13 日）に配布のプリ

ントをご覧ください。福井小の HP にも掲載します。２回目の締め切りは、5 月 29 日

（金）です。 

 

 ※登校日に配布しました布マスクは、洗ってからお使いください。 

（大阪府教育長からのメッセージ） 

大阪府内小中学校等の児童・生徒等、保護者及び学校関係者の皆さんへ 
 
 新型コロナウイルス対策にご協力をいただき、感謝申し上げます。 
 
 5月 4日(月)、政府は、全国で「緊急事態宣言」を6日以降も延長すること、そして大阪府域は、引き続き「特定
警戒都道府県」として、これまでと同様に感染拡大防止のための措置を実施するという方針を決定しました。大阪府
では、5 月 5 日（火）、この方針を踏まえ、「新型コロナウイルス対策本部」が開催され、今後取り組むべき措置につ
いて決定しました。 
 
 その中で、学校については、まずは、「緊急事態宣言」が延長された期間（5月31日（日）まで）は、臨時休業
措置を継続することといたしました。そのうえで、大阪府の専門家のご意見をお聞きし、5 月 11 日（月）の週から、
各学校の実情に応じて、子どもたちが週 1 回か 2 回は登校できる日などを段階的に設定することとしました。これは、
休業措置が長引く中にあって、子どもたちの心身の健康、生活や学習の状況などを把握することにより、本格的な教
育活動の再開に向けた準備を行うことが目的ですので、登校されない場合でも、欠席扱いとはなりません。 
 

こうした判断の背景にあるのは、次のような考え方です。 
政府の専門家会議によると、新型コロナウイルスへの対応は早期に終息する見通しが立たず、私たちは「長丁場」

を覚悟しなければなりません。文部科学省の懇談会は、「子供の健やかな学びを保障するということとの両立を図るた
め、学校における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減しつつ段階的に実施可能な教育活動を開始し、その
評価をしながら再開に向けての取組を進めていくという考えが重要」と指摘し、文部科学省からは、「緊急事態宣言」
下における「分散登校」の方策が示されました。 
 

「子どもたちへの感染のおそれがあるのではないか」「子どもたちから家族の大人に感染するおそれがあるのではない
か」との心配の声があるのは当然です。子どもたちが登校するにあたっては、それぞれの家庭や学校において、マスクの
着用、手指の消毒などの感染症予防対策を徹底するとともに、通学途中や学校内のあらゆる場所、あらゆる場面で、
いわゆる「三密（密閉、密集、密接）」を避ける措置を講じ、子どもたちの安全に万全を期さなければなりません。万
一、学校で感染者が発生した場合には、速やかに安全確保措置を講じるなど、府教育委員会として、しっかりと対
応いたします。 
 
 「社会全体が、長期間にわたりこの新たなウイルスとともに生きていかなければならない」。文部科学省の懇談会はこ
のように指摘しています。第 2、第 3 の感染拡大の波が訪れるかもしれません。学校休校が長引くことや、再開しても
再び休校せざるを得ないという事態を覚悟しなければなりません。 

その時に備え、オンラインでの授業動画配信や課題の提示などにも取り組む必要があります。進行中の「一人一台
端末」の配備を待つのではなく、今、教職員の皆さんの知恵と工夫を結集し、学校の設備や家庭のパソコンやスマホ
なども活用させていただいて、学校と家庭が協力し、子どもたちが家庭において計画的に学習できる仕組みづくりを進
めていただければと思います。 
 
 皆さんにとって辛い日が続くことになりますが、子どもたちの安全、保護者の安心を基本に、子どもたちの学びを保障
することが教育行政の使命です。このことを肝に銘じて皆さんを精一杯支援してまいります。 
 どうか一日も早く学校に子どもたちの笑顔が戻る日が来るよう、皆で一丸となって頑張りましょう。 
 

令和 2 年 5 月 7 日 
                                       大阪府教育長 酒井 隆行 

 

令和２年（2020 年）５月１２日 

 

福井だより 
校長 吉田 明弘 

 

茨 木 市 立 福 井 小 学 校

 福井から未来へ！ 


